
 
支払基金統一事例 

【 注射 】 

 

８０３ 総合ビタミン剤【注射薬】数種の同一日の算定について 

 

《令和８年３月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

有効成分として、「ピリドキシン塩酸塩」と「シアノコバラミン」の双方が

含まれている総合ビタミン剤【注射薬】数種の同一日における算定は、原則と

して認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

有効成分の「ピリドキシン塩酸塩（ビタミンＢ6製剤）」と「シアノコバ

ラミン（ビタミンＢ12製剤）」が含まれているビタミン剤※数種を、同一日に

使用することは医学的に過剰と考える。 

以上のことから、有効成分として、「ピリドキシン塩酸塩」と「シアノコ

バラミン」の双方が含まれている総合ビタミン剤【注射薬】数種の同一日に

おける算定は、原則として認められないと判断した。 

 

 

（※）ビタジェクト注、ビタメジン静注用、ダイビタミックス注等 

 

  

支払基金・国保統一事例 


